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第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 
1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるた

め、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、方

法書及びその要約書を公告の日から起算して 1 か月間縦覧に供するとともに、インターネット

利用により公表した。 
 
(1) 公告の日 

平成 28 年 2 月 29 日（月） 
 
(2) 公告の方法 

①平成 28 年 2 月 29 日（月）付けの次の日刊新聞紙に「お知らせ」を掲載した。 
（別紙 1 参照） 
・秋田魁新報（日刊） 
※平成 28 年 3 月 26 日（土）及び 27 日（日）に開催した説明会についての公告を含む 
 

②地方公共団体の広報誌によるお知らせを掲載した。（別紙 2 参照） 
 ・広報ゆりほんじょう（No.263 平成 28 年 3 月 1 日号） 

 
③インターネットによるお知らせを実施した。 
・秋田県のウェブサイト（別紙 3-1 参照） 

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1443509477793/index.html 
・当社のウェブサイト（別紙 3-2 参照） 

http://www.jr-energy.jregroup.ne.jp/ 
 
(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎 5 か所において縦覧を行った。また、当社のウェブサイトにおいて、インタ

ーネットを利用した公表を行った。 
①関係自治体庁舎での縦覧 
・秋田県庁本庁舎 環境管理課 

・秋田県由利地域振興局 福祉環境部 

・由利本荘市役所 生活環境課 

・由利本荘市大内総合支所 市民福祉課 

・由利本荘市岩城総合支所 市民福祉課 

②インターネットの利用による公表 
・当社のウェブサイトにおいて、方法書及び要約書を公表した。（別紙 3-2 参照） 
・秋田県のウェブサイトより当社のウェブサイトにリンクをされることにより、方法書及

び要約書が参照可能とされた。（別紙 3-1 参照） 
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(4) 縦覧期間 

平成 28 年 2 月 29 日（月）から平成 28 年 3 月 29 日（火）までとした。 
自治体庁舎では、土曜日、日曜日及び祝日を除く各庁舎の開庁時間内とした。 
インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、常時アクセス可能な状態とした。 

 
(5) 縦覧者数 

縦覧者数は 3 名であった。 
 （内訳）秋田県庁本庁舎 環境管理課      1 名 
     秋田県由利地域振興局 福祉環境部   0 名 
     由利本荘市役所 生活環境課      0 名 
     由利本荘市大内総合支所 市民福祉課  0 名 
     由利本荘市岩城総合支所 市民福祉課  2 名 

 
なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 269 回であった。 

 
2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、当社は方法書の記載事項を周知するための

説明会を開催した。 
 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。（別紙 1

参照） 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

開催日時：平成 28 年 3 月 26 日（土） 14 時 00 分から 15 時 30 分 

開催場所：岩城総合支所 亀田出張所 就業改善センター （由利本荘市岩城亀田亀田町

字田町 41） 

来場者数：6 名 

 

開催日時：平成 28 年 3 月 27 日（日） 14 時 00 分から 15 時 30 分 

開催場所：大内農村環境改善センター 2 階 保健指導室（由利本荘市岩谷町字日渡 100） 

来場者数：6 名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地から意見を有する者の

意見の提出を受け付けた。 
 
(1) 意見書の提出期間 

平成 28 年 2 月 29 日（月）から平成 28 年 4 月 15 日（金）までの間 
（縦覧期間及びその後 2 週間とした。） 

 
(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた（別紙 3 参照） 
①縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 
②当社への郵送による書面の提出 

 
(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出は 2 通であり、環境保全の見地からの提出された意見は 6 件であった。 
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第 2 章 環境影響評価方法書について提出された環境保全の見地からの提出意見

の概要とこれに対する事業者の見解 

 
「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づく環境影響評価方法書について、環境の保全の見地

から提出された意見は 6 件であった。なお、環境の保全の見地以外から提出された意見は 1 件

であった。方法書についての意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次のとおりであ

る。 
 

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 
1.環境の保全の見地からの意見 

No. 意見の概要 事業者の見解 
1 本方法書では、最も影響を受ける哺乳類（コウ

モリ類）の専門家へのヒアリングが行われていな
い。これは事業者自体の独断で調査、予測および
評価が可能と判断したのか。 

秋田県もしくは東北地方のコウモリ類相に詳し
い方にヒアリングを計画しております。 

2 コウモリ類の調査手法について、本方法書では、
①任意観察調査、②捕獲調査、③バットディテク
ターによる入感調査の 3 手法が示されているが、
図 6.2-4(1)における「トラップ及び自動撮影装置設
置地点」において、②は 1 季 9 地点を 3 季、③は 1
季全ルートを 3 季の調査を行うものと理解する。
なお、捕獲されることによって、自由飛翔中の個
体の音声が記録できなくなるため、②と③は同日
での調査を行わないこと。上記とは異なる場合は
その理由と調査数量を具体的に記載すること。 

①はコウモリ類の「日中のねぐら」調査と理解
するが、図 6.2-4(1)の踏査（調査）ルート以外に、
洞窟や露岩地などについても調査を行うのか。 
②の捕獲方法として、林内飛翔種が対象となる

ハープトラップのみの調査ではなく、林縁や樹幹、
オープンスペースを飛翔する、いわゆる高空飛翔
種の捕獲が可能なかすみ網による調査も併用すべ
きである。海外の事例では、後者の高空飛翔種が
バットストライク（衝突死）の影響を受けること
が判明している。 
③における使用機材は、フルスペクトラム方式

の機種を使用すること。ヘテロダイン方式の機種
では正確な周波数や入感時刻、回数の把握は不可
能となり、得られたデータの客観性が乏しく、か
つ信憑性が低い。調査は図 6.2-4(1)に示された踏査
（調査）ルート調査以外に、定点録音調査を行い
コウモリ類の飛翔頻度を定量的に把握する必要が
ある。この調査手法を採用しないのはなぜか。理
由を記載すること。場合によっては気象観測塔に
機材を設置して長期間の録音記録を行い、地上か
らの調査を減らすことも可能と考える。フルスペ
クトラム方式で記録されたパルスは周波数解析を
行い、地点間の頻度について検討すること。 

現地調査は各季節にバットディテクター及び捕
獲調査（3 日間程度）、長期間の音声記録装置の設
置（1 週間程度）実施する予定です。また、洞窟や
樹洞のほか、立抗・横抗といった人工構造物の存在
有無など出産哺育コロニーとなり得る場所も含め
て確認を行います（任意観察調査）。 
なお、任意観察調査は哺乳類調査時に行うことと

しておりますが、他の調査項目においても適宜確認
を行います。 
長期間の音声記録装置の設置においては、林内と

樹冠部にマイクロホンを設置し調査を行います。 
バットディテクターは Ultra Sound Advice 社の

Mini-3 と Pettersson 社の D1000X を併用して行
い、長期の音声録音調査では、Pettersson 社の
D500X を設置します。長期の音声録音調査では、
可能な限り対象事業実施区域の環境類型や地形特
性を網羅できるよう、複数地点に設置する予定で
す。 
捕獲調査はハープトラップと、樹冠付近の上空を

飛翔する種を対象としてかすみ網を用いた調査を
行います。ご指摘にありますとおり、バットディテ
クターと捕獲調査は別の日に行います。 
なお、捕獲調査地点は、上記に示した任意観察ま

たはバットディテクターによる調査で生息が確認
された複数の地点で実施する予定です。 

3 本方法書においては、風力発電稼働後の事後調
査（死体探索調査など）に触れていない。建設稼
働後も責任を持って真摯に環境保全に取り組むべ
きである。また、由利本荘市には他の風力発電所
が稼働しており、それらのバット＆バードストラ
イクの有無についての情報を事前に収集、または
調査を行い、準備書における影響評価に組み込む
べきである。 

事後調査に関しては、現地調査の結果を踏まえて
予測の不確実性が伴う場合には実施を検討して参
ります。 
周辺には既設風力発電施設は存在しておりませ

んが、県内におけるバットストライクの情報を可能
な限り収集し、準備書においてはこれらの情報を踏
まえて影響予測を行って参ります。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 
4 対象事業実施区域のある秋田県には、ヤマコウ

モリやヒナコウモリ、フジホオヒゲコウモリ、ク

ロホオヒゲコウモリなど貴重なコウモリ類が多く

生息する。対象事業実施区域周辺は良好な樹林環

境が広がることから、これら貴重なコウモリ類が

生息する可能性は十分考えられる。 
コウモリ類は探餌のため夜間飛翔するが、風車

にぶつかり死亡する事例が国内外で報告されてお

り深刻な問題となっている。しかし方法書に記載

した調査手法・調査地点・調査時期・調査回数で

は単なる『コウモリ相の把握』（どんな種がいるか、

のみ）しかできず、影響予測に必要な情報（コウ

モリの出現頻度、出現時期・出現時間帯、高空の

出現状況など）が得られない。よって、以下の調

査を行うよう要望する。 
１）高空の音声モニタリング 
バットディテクターの探知距離は短く、高空、

つまり風車ブレードの回転範囲のコウモリの音声

は探知できない。よって地上のほか、風況ポール

（バルーンは移動するので不適切）にバットディ

テクター（自動録音バットディテクター）を設置

し、高空におけるコウモリの音声を自動録音する

こと。自動録音はコウモリの活動時間・出現頻度

を把握するため、日没から日の出までとすること。

コウモリは雨天や強風時など天候状況により出現

しない日があるので、あわせて気象条件も記録す

ること。風速など気象条件と出現状況を比較する

ため、毎月連続 7 日間以上（可能なら全期間）自

動録音すること。自動録音はヘテロダイン方式で

はなく、周波数解析が可能な方式で行うこと。 
風車の配置状況、地形を勘案し、録音地点は 1

地点ではなく、複数地点選定すること。準備書に

は使用したバットディテクターの機種、台数、調

査地点あたりの録音時間を記載すること。 
２）捕獲調査 
バットディテクターによる種の同定はできない

※。コウモリ相、つまり生息するコウモリの種類

を確認するため、捕獲調査を実施すること。種に

よって季節的な移動（渡り）をするコウモリがあ

る。よって、捕獲調査は季節別に複数回行うこと。

捕獲したコウモリは、種名、性別、年齢、体重、

前腕長を記録し、放獣時に、音声を録音すること。

フジホオヒゲコウモリはヒメホオヒゲコウモリと

よく混同されているが、初心者には同定が難しい

ので、専門家に同定してもらうこと。 
※コウモリの音声による種の同定は、国内ではで

きる種とできない種がある。図鑑などの文献にあ

るソナグラムはあくまで参考例であり、実際は地

理的変異や個体差、ドップラー効果など声の変化

する要因が多数あるため、専門家でも音声による

種の同定は慎重に行う。よって、無理に種名を確

定しないで、グループ（ソナグラムの型）に分け

て利用頻度や活動時間を調査すること。 

現地調査については、前述のとおり調査を実施致

します。 
専門家への同定依頼については、捕獲個体の写

真、外部計測値、音声解析結果などを提示し、同定

結果を客観的に検証して参ります。 
なお、専門家へのヒアリングについては、秋田県

もしくは東北地方のコウモリ類相に詳しい方にお

願いしたいと考えております。 
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No. 意見の概要 事業者の見解 
5 風力発電施設供用によるコウモリへの影響を予

測するために、必要十分な調査を行うべきである。

必要十分な調査については、事業者とその委託先

であるコンサルタントの独自の判断によらず、バ

ットストライクについて十分な知識のあるコウモ

リの専門家にヒアリングを行うべきである。 

No.1 の見解に記載のとおりヒアリングを実施致

します。 

6 現地調査によりコウモリ類への影響が予測され

る場合、保全対策と供用後のモニタリング手法に

ついては事業者とその委託先であるコンサルタン

トの独自の判断によらず、バットストライクにつ

いて十分な知識のあるコウモリの専門家に、手法

や時期など適切であるか、きちんとヒアリングを

行うべきである。 

No.1 の見解に記載のとおりヒアリングを実施致

します。 

 
2.その他の意見 

No. 意見の概要 事業者の見解 
1 わざわざ意見を述べるのに、郵送すると費用が

かかる。アセスで意見を求めているのは本件だけ

ではなく多数あるので、郵送で意見書を求めるの

は金銭的負担がかかり迷惑だ。なぜ E メールで意

見書を受け付けないのか？改善を望む。 

準備書時には E メールでも意見を受け付けるよ

うに致します。 
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［別紙 1］ 
○日刊新聞紙における公告 
 
秋田魁新報（平成 28 年 2 月 29 日 日刊） 
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［別紙 2］ 
○地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 
 
広報ゆりほんじょう（平成 28 年 3 月 1 日（火）発行 No.263 15 頁） 

 

 



－9－ 

［別紙 3-1］ 
○インターネットによる「お知らせ」 
 

（秋田県のウェブサイト） 

 



－10－ 

［別紙 3-2］ 
（当社のウェブサイト） 

（1） 
 【トップページ】 
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（当社のウェブサイト） 
（2） 

 【環境影響評価方法書の縦覧ページ】 
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［別紙 4］ 
○意見書（様式） 

 


